
コンプライアンス教育・啓発活動の実施計画
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※ 対象者は、研究費の運営・管理に関わるすべての構成員

九州大学における公的研究費の管理・監査の基本方針（平成２９年４月１日総長裁定）８．に基づき、コンプライアンス教育・啓発活動の実施計画を次のとおり定める。
（令和3年8月31日策定）

対象者 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

･･･コンプライアンス教育 ･･･啓発活動

○e-ラーニングの受講 【着任後原則1ヵ月以内：随時】 ※

・ コンプライアンス教育及び理解度チェックテスト

○メールによる周知

・前期内部監査結果

○役員・部局長懇談会

・研究費不正防止全般

・前期内部監査結果

○啓発資料の掲示等

・研究費不正防止全般

○啓発資料の配布 【随時】

・謝金や旅費に関する事項

○メールによる周知

・後期内部監査結果

○意識調査（アンケート調査）【3年に1回】

・不正防止に対する構成員の意識把握

○メールによる周知

・教員等個人宛て寄附金の経理の適正な

取扱い

○教授会等

・研究費不正防止全般

○メールによる周知

・研究費不正防止全般

○メールによる周知

・研究費不正防止全般

○役員・部局長懇談会

・後期内部監査結果

○全学FD（新任教員向け）

・研究費不正防止に係る基本的事項


